
　

ま
た
、
勧
告
と
同
時
に
定
年
引

き
上
げ
に
向
け
た
意
見
の
申
出
が

行
わ
れ
、
段
階
的
に
六
十
五
歳
ま

で
引
き
上
げ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
二
〇
一
一
年
に
既
に
申
出
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
二
〇
一
三

　

人
事
院
は
八
月
十
日
に
国
家
公

務
員
の
月
例
給
を
、
官
民
較
差
六

五
五
円
（
〇
・
一
六
％
）、
一
時

金
支
給
月
数
を
〇
・
〇
五
月
引
き

上
げ
る
よ
う
勧
告
し
ま
し
た
。

　

官
民
較
差
は
、
民
間
給
与
が
四

一
一
、五
九
五
円
だ
っ
た
の
に
対

し
て
、
国
家
公
務
員
給
与
が
四
一

〇
、九
四
〇
円
で
、
民
間
の
方
が

六
五
五
円
（
〇
・
一
六
％
）
高
い

と
い
う
結
果
で
し
た
。

年
か
ら
引
き
上
げ
、
二
〇
二
五
年

に
は
六
十
五
歳
を
定
年
と
す
る
内

容
で
し
た
が
、
約
七
年
間
、
動
き

が
な
い
ま
ま
今
年
再
び
申
出
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

【
◆
定
年
引
き
上
げ
の

�

重
要
性
◆
】

①
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
展

し
、
若
年
労
働
力
人
口
が
減
少
。

意
欲
と
能
力
の
あ
る
高
齢
者
が
活

躍
で
き
る
場
を
作
っ
て
い
く
こ
と

が
社
会
全
体
の
重
要
な
課
題
で
あ

り
、
民
間
で
は
定
年
を
引
き
上
げ

る
企
業
も
一
定
数
見
ら
れ
、
再
雇

用
者
の
大
多
数
は
フ
ル
タ
イ
ム
勤

務
で
あ
る
こ
と
。

②
公
務
で
は
二
〇
一
四
年
以
降
、

義
務
的
再
任
用
の
実
施
等
か
ら
、

再
任
用
職
員
は
相
当
数
増
加
。
行

政
職
（
一
）
の
再
任
用
職
員
に
つ

い
て
、
ポ
ス
ト
は
係
長
・
主
任
級

が
約
七
割
、
勤
務
形
態
は
短
時
間

勤
務
の
者
が
約
八
割
。
こ
の
ま
ま

再
任
用
職
員
の
割
合
が
高
ま
る

と
、
職
員
の
能
力
及
び
経
験
を
十

分
に
活
か
し
切
れ
ず
、
公
務
能
率

の
低
下
が
懸
念
。
職
員
側
も
無
年

金
期
間
が
拡
大
す
る
中
、
生
活
へ

の
不
安
が
高
ま
る
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
。

③
複
雑
高
度
化
す
る
行
政
課
題
に

的
確
に
対
応
し
、
質
の
高
い
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
て
い
く
た
め

に
は
、
六
十
歳
を
超
え
る
職
員
の

能
力
及
び
経
験
を
本
格
的
に
活
用

す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
定

年
を
段
階
的
に
六
十
五
歳
に
引
き

上
げ
る
こ
と
が
必
要
。
こ
れ
に
よ

り
、
採
用
か
ら
退
職
ま
で
の
人
事

管
理
の
一
体
性
・
連
続
性
が
確
保

さ
れ
、
雇
用
と
年
金
の
接
続
も
確

実
に
図
ら
れ
る
こ
と
。

④
定
年
の
引
上
げ
を
円
滑
に
進
め

る
観
点
か
ら
も
引
上
げ
開
始
前
を

含
め
フ
ル
タ
イ
ム
再
任
用
拡
大
の

取
組
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

【
定
年
引
上
げ
を
円
滑
に

行
う
た
め
公
務
全
体
で

取
り
組
む
べ
き
施
策
】

①
ス
タ
ッ
フ
職
が
必
要
な
役
割
を

適
切
に
果
た
し
得
る
執
行
体
制
の

構
築
や
複
線
型
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の

確
立
に
努
め
た
上
で
、
六
十
歳
を

超
え
る
職
員
が
能
力
及
び
経
験
を

活
か
せ
る
職
務
の
更
な
る
整
備
を

検
討
す
る
こ
と
。

②
定
年
の
引
上
げ
期
間
中
も
真
に

必
要
な
規
模
の
新
規
採
用
を
計
画

的
に
継
続
で
き
る
よ
う
措
置
す
る

こ
と
。

③
職
員
の
自
主
的
な
選
択
と
し
て

の
早
期
退
職
を
支
援
す
る
た
め
、

退
職
手
当
上
の
措
置
や
高
齢
層
職

員
の
能
力
及
び
経
験
を
公
務
外
で

活
用
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
方
策

を
検
討
。

　

こ
れ
ら
の
内
容
を
円
滑
に
進
め

る
よ
う
、
公
務
全
体
で
の
取
り
組

み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 　
　

Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｓ

　

２
０
１
８
人
事
院
勧
告

２
０
１
８
人
事
院
勧
告

月
例
給
・
一
時
金
と
も
に
５
年
連
続
の
プ
ラ
ス
勧
告
も

一
時
金
引
き
上
げ
分
は
今
回
も
勤
勉
手
当
へ

�

併
せ
て
二
〇
一
一
年
に
続
き
、
定
年
延
長
の
意
見
の
申
出

　
定
年
を
段
階
的
に
六
十
五
歳
に

引
き
上
げ
る
た
め
の
国
家
公
務
員

法
等
の
改
正
に
つ
い
て
の
意
見
の

申
出
の
骨
子

�

○
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維

持
す
る
た
め
に
は
、
高
齢
層
職
員

の
能
力
及
び
経
験
を
本
格
的
に
活

用
す
る
こ
と
が
不
可
欠
。
定
年
を

段
階
的
に
六
十
五
歳
ま
で
引
上
げ

○
民
間
企
業
の
高
齢
期
雇
用
の
実

情
を
考
慮
し
、
六
十
歳
超
の
職
員

の
年
間
給
与
を
六
十
歳
前
の
七
割

水
準
に
設
定

○
能
力
・
実
績
に
基
づ
く
人
事
管

理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
役
職

定
年
制
の
導
入
に
よ
り
組
織
活
力

を
維
持

①
民
間
給
与
と
の
較
差
（
〇
・

一
六
％
）
を
埋
め
る
た
め
、
俸

給
表
の
水
準
を
引
き
上
げ
る

②
一
時
金
を
引
上
げ
（
〇
・
〇

五
月
分
）
民
間
の
支
給
状
況
等

を
踏
ま
え
勤
勉
手
当
に
配
分

～
月
例
給
、
ボ
ー
ナ
ス

�

と
も
に
引
き
上
げ
～

○
給
与
勧
告
の
ポ
イ
ン
ト

〈月例給〉公務と民間の４月分の給与額を比較
　○民間給与との転差　655円　0.16%
　　〔行政職（―）〕…現行給与 410,940円　平均年齢43.5歳〕
　　〔俸給 583円　はね返り分（注）　72円〕
　　（注）俸給の改定に伴い諸手当の額が増減する分

６月期 12月期
30年度　期末手当 1.225月（支給済み） 1.375月（改定なし）
　　　　勤勉手当 0.90 月（支給済み） 0.95 月（現行0.90月）
31年度　期末手当 1.30 月 1.30 月
以降　　勤勉手当 0.925月 0.925月

（1）　2018年9月19日 第243号
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た
状
態
と
は
言
え
な
い
歯
痒
さ
も
あ
り

ま
す
。
ま
ず
は
今
の
私
に
で
き
る
こ
と

を
一
つ
ひ
と
つ
焦
ら
ず
に
続
け
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

こ
の
一
年
間
、
全
国
各
地
、
多
種
多

様
な
職
場
を
訪
問
し
て
き
ま
し
た
。
多

く
の
皆
様
か
ら
の
叱
咤
激
励
に
深
く
感

謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
八
〇
〇
を
超
え

る
単
組
・
総
支
部
等
を
訪
問
し
、
地
域

の
課
題
、
職
種
ご
と
の
課
題
、
生
活
者

と
し
て
の
課
題
な
ど
を
お
聴
き
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
人
々
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
社
会
と
す
る
た
め
に
は
、
こ

う
し
た
現
場
の
声
を
集
め
て
意
見
反
映

し
て
い
く
こ
と
が
私
の
大
き
な
役
割
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

先
日
受
診
し
た
人
間
ド
ッ
ク
の
結
果

が
届
き
ま
し
た
。
脂
質
以
外
は
問
題
な

し
と
の
こ
と
な
の
で
、
引
き
続
き
、
元

気
に
、
皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
お
伺
い
し

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
話
を
お
聴
か
せ
く

だ
さ
い
。

　

昨
年
の
自
治
労
新
潟
大
会
で
参
院
選

の
候
補
予
定
者
に
擁
立
決
定
さ
れ
て
か

ら
早
く
も
一
年
。
振
り
返
る
と
、
大
儀

な
き
衆
議
院
の
解
散
・
総
選
挙
か
ら
紆

余
曲
折
を
経
て
立
憲
民
主
党
の
所
属
と

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
政
局
は
未
だ

に
一
強
他
弱
、
野
党
連
携
等
の
課
題
も

残
さ
れ
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
落
ち
着
い

　月例給、一時金ともに、５年連続の引き上げ勧告となったことは、組合員の期待にも一定程度応える内容と
いえる。しかし、一時金の引き上げ分を期末手当ではなく、５年連続で勤勉手当にあてたことは不満の残ると
ころである。
　超過勤務に対して、人事院規則で上限時間を定めることとしたことについては評価する。しかし、特例を設
けるとしていることは、なし崩し的に規制が骨抜きとされてしまう恐れがあるため、公務労協と連携し、規制
が実効性のあるものとなるよう取り組みを進めていく。地方公務員についても条例に時間外労働の上限時間を
定めること等、総労働時間短縮に向けた具体的対応を求めていく。
　非常勤職員については、結婚休暇の新設を含む慶弔休暇の拡充が措置されることとなった。慶弔休暇以外の
各種休暇や賃金をはじめとするその他制度についても、常勤職員との均等・均衡を基本に見直しを求めていく。
地方公務員については、現行の臨時･非常勤職員制度においても国との権衡の観点から見直しを進め、新設さ
れる会計年度任用職員の制度構築につなげていく。
　2018勧告・報告にあわせ、定年引上げに向けて意見の申出を行ったことについては評価できるものであるが、
給与水準等については不十分な内容であり引き続き検討を求めていく。地方公務員についても、役職定年や困
難職種の取り扱いなどの地方における課題の対応を含め、国家公務員に遅れることなく定年引上げが実現され
るよう総務省に早期の検討を求めていく。
　今後は、政府による勧告の取り扱いが焦点となる。９月には自民党総裁選が予定されており、秋の臨時国会
に向けての政治情勢は不透明ではあるが、公務労協と連携し政府に対し、本年の官民較差に基づく給与引き上
げの早期の実施と定年引上げに向けた対応を強く求めていく。
　2018秋季闘争・賃金確定闘争に向けて、人事委員会対策を強化し、要請・交渉に直ちに取り組む。人事委員
会に対して、公民較差プラス分は、給料表引き上げに確実かつ広範な配分、国家公務員と同様に臨時・非常勤
等職員に対する結婚休暇の創設など慶弔休暇の拡充、定年引上げに関する検討等を求める。同時に、首長との
早期の協議を開始し、交渉・合意による賃金確定を図る。運動の基本である「自らの賃金･労働条件は、労使
交渉によって決定する」という原則をさらに徹底するとともに、同時に取り組む会計年度任用職員制度の構築
の課題とあわせて、産別統一闘争の推進に向け、一体となった取り組みを全力で展開する。

  2018年８月10日　　　　　
� 全日本自治団体労働組合

2018人事院勧告に対する自治労見解（抜粋）

岸
ま
き
こ
ら
む１

み
ん
な
で
育
て
よ
う

昨
年
の
大
会
で
決
意
表
明
す
る

�

「
岸
ま
き
こ
」
さ
ん
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